
公表事項９（プラスの場合のみ）

不妊治療のための休暇制度・不妊治療のために利用することができる両立支援制度の内
容

○不妊治療のための休暇制度とは、不妊治療を含む多様な目的で利用することができる

休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を言います。また、年次有給休暇は含みま

せん。

○不妊治療のために利用することができる両立支援制度の内容とは、以下のものをいい

ます。

①年次有給休暇を半日又は時間を単位として取得することができる制度
②所定外労働の制限に関する制度
③一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り

下げる制度
④フレックスタイム制
⑤所定労働時間の短縮の制度
⑥テレワーク

公表事項１０（プラスの場合のみ）

（研修その他の取組の実施状況）
公表前事業年度における不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と

仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組

○研修その他の取組は、少なくとも年に１回以上、全ての労働者を対象に実施している
ことが必要です。

１ くるみん認定を取り消すとき

（１）次世代育成支援対策推進法（以下「法」という。）第１３条に規定する基準に適合し
なくなったと認めるとき

→・制度・措置の廃止または一定の水準を満たさない制度への改定等を行い、認定基準
7・９（１４、１５ページ参照）を満たさなくなった場合

・認定基準5・６（１２、１３ページ参照）で公表した割合又は数を公表しなくなっ
た場合（ただし、新たにくるみん認定やプラチナくるみん認定を取得した場合は、
以前に受けた認定に関する割合又は数を公表していなくても取消しの対象にはなり
ません。）

・法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実が発生したことによ
り認定基準１０（１５ページ参照）を満たさなくなった場合 等

（２）法または法に基づく命令に違反したとき
→・常時雇用する労働者が１０１人以上の企業であって、都道府県労働局が提出を指導

したにもかかわらず、行動計画を策定した旨を届け出ない場合
・常時雇用する労働者が１０１人以上の企業であって、都道府県労働局が行動計画の

公表および労働者への周知を適切に行うよう指導したにもかかわらず、公表および
労働者への周知を適切に行わない場合

・くるみんマーク・トライくるみんマークの表示と紛らわしい表示をした場合 等

（３）（２）のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき
→・不正の手段により認定を受けていた場合

・認定一般事業主が社会問題となるような事件を起こした場合 等

（法第１５条）

下記の場合、認定および特例認定の取消しの対象となりますので、ご注意ください。
なお、該当する事由が生じた場合、認定した都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にご連絡
ください。

■■認認定定・・特特例例認認定定のの取取消消ししににつついいてて

２ プラチナくるみん認定を取り消すとき

（１）法第１５条の規定により法第１３条の認定を取り消されたとき
→くるみん認定が取り消された場合

（２）法第１５条の２に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき
→・プラチナくるみん認定の取得後、「両立支援のひろば」にて公表した「次世代育成

支援対策の実施状況」が下記の基準を満たしておらず、その公表の翌事業年度の公
表においても下記の基準を満たさない場合
(ⅰ)特例認定基準５（１８ページ参照）
(ⅱ)特例認定基準６（１９ページ参照）
(ⅲ)特例認定基準８（認定基準８）（１４ページ参照）
(ⅳ) 特例認定基準１０（２０ページ参照）

※以下の表のとおり、特例認定後１回目の公表（(例)のケースでは令和２年
6月1日）で基準を満たさず、２回目の公表（令和３年6月1日）でも同じ
項目について２回連続で基準を満たさなかった場合、取消しの対象となり
ます。経過措置については次頁を参照してください。

R２
4.1 6.1 6.1

R3
4.1

特例
認定

１回目公表×
31.4.1～2.3.31）

２回目公表×
（2.4.1～3.3.31）

特特例例認認定定のの取取消消しし
((例例))

（法第１５条の５）
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・制度・措置・計画の廃止または一定の水準を満たさない制度への改定や計画の未実
施等を行い特例認定基準７・９・１１（１４、１９、２１ページ参照）を満たさな
くなった場合

・法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実が発生したことによ
り、特例認定基準１２（認定基準１０）（１５ページ参照）を満たさなくなった場
合 等

■ご注意ください！
・令和４年4月1日から、特例認定基準５（１８ページ参照）及び特例認定基準１０

（２０ページ参照）の基準が引き上がりました（１ページ参照）。

・基準の引き上げに伴い、公表前事業年度が令和４年４月１日から令和５年３月３１
日までの期間を含む場合は、新基準を満たしていなくても改正前の基準（１ページ
参照）を満たしていれば取消しの対象とはなりません。

・経過措置の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html

（３）法第15条の３第２項の規定による公表を行わず、または虚偽の公表をしたとき
→・都道府県労働局が次世代育成支援対策の実施状況を適切に行うよう指導したにもか

かわらず、公表をしなかった場合や年１回以上の公表をしなかった場合

・「次世代育成支援対策の実施状況」について虚偽の公表を行った場合 等

（４）（３）のほか、法および法に基づく命令に違反したとき
→プラチナくるみんの表示と紛らわしい表示をした場合 等

（５）（１）～（４）の他に、特例認定一般事業主として適切でなくなったと認めるとき
→・不正の手段により特例認定を受けていた場合

・特例認定一般事業主が社会問題となるような事件を起こした場合 等

特特例例認認定定のの取取消消しし

R2
4.1

Ｒ３
4.1 7.17.1

翌事業年度に公表せず

公表せず
労働局の指導
（督促・勧告）特特例例認認定定のの取取消消しし

公表した
特例
認定

((例例))

3 トライくるみん認定を取り消すとき

（１）次世代育成支援対策推進法（以下「法」という。）第１３条に規定する基準に適合し
なくなったと認めるとき

→・制度・措置の廃止または一定の水準を満たさない制度への改定等を行い、認定基準
7・９（１４、１５ページ参照）を満たさなくなった場合

・法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実が発生したことによ
り認定基準１０（１５ページ参照）を満たさなくなった場合 等

（２）法または法に基づく命令に違反したとき
→・常時雇用する労働者が１０１人以上の企業であって、都道府県労働局が提出を指導

したにもかかわらず、行動計画を策定した旨を届け出ない場合
・常時雇用する労働者が１０１人以上の企業であって、都道府県労働局が行動計画の

公表および労働者への周知を適切に行うよう指導したにもかかわらず、公表および
労働者への周知を適切に行わない場合

・トライくるみんマークの表示と紛らわしい表示をした場合 等

（３）（２）のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき
→・不正の手段により認定を受けていた場合

・認定一般事業主が社会問題となるような事件を起こした場合 等

（法第１５条）

４ プラス認定を取り消すとき

○ １～３に該当する場合

○ 不妊治療と仕事との両立に関する制度・措置の廃止または一定の水準を満たさない制度
への改定等を行い、プラス認定基準１・３（２５、２６ページ参照）を満たさなくなった
場合

（法第１５条、法第１５条の５）
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・制度・措置・計画の廃止または一定の水準を満たさない制度への改定や計画の未実
施等を行い特例認定基準７・９・１１（１４、１９、２１ページ参照）を満たさな
くなった場合

・法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実が発生したことによ
り、特例認定基準１２（認定基準１０）（１５ページ参照）を満たさなくなった場
合 等

■ご注意ください！
・令和４年4月1日から、特例認定基準５（１８ページ参照）及び特例認定基準１０

（２０ページ参照）の基準が引き上がりました（１ページ参照）。

・基準の引き上げに伴い、公表前事業年度が令和４年４月１日から令和５年３月３１
日までの期間を含む場合は、新基準を満たしていなくても改正前の基準（１ページ
参照）を満たしていれば取消しの対象とはなりません。

・経過措置の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html

（３）法第15条の３第２項の規定による公表を行わず、または虚偽の公表をしたとき
→・都道府県労働局が次世代育成支援対策の実施状況を適切に行うよう指導したにもか

かわらず、公表をしなかった場合や年１回以上の公表をしなかった場合

・「次世代育成支援対策の実施状況」について虚偽の公表を行った場合 等

（４）（３）のほか、法および法に基づく命令に違反したとき
→プラチナくるみんの表示と紛らわしい表示をした場合 等

（５）（１）～（４）の他に、特例認定一般事業主として適切でなくなったと認めるとき
→・不正の手段により特例認定を受けていた場合

・特例認定一般事業主が社会問題となるような事件を起こした場合 等

特特例例認認定定のの取取消消しし

R2
4.1

Ｒ３
4.1 7.17.1

翌事業年度に公表せず

公表せず
労働局の指導
（督促・勧告）特特例例認認定定のの取取消消しし

公表した
特例
認定

((例例))

3 トライくるみん認定を取り消すとき

（１）次世代育成支援対策推進法（以下「法」という。）第１３条に規定する基準に適合し
なくなったと認めるとき

→・制度・措置の廃止または一定の水準を満たさない制度への改定等を行い、認定基準
7・９（１４、１５ページ参照）を満たさなくなった場合

・法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実が発生したことによ
り認定基準１０（１５ページ参照）を満たさなくなった場合 等

（２）法または法に基づく命令に違反したとき
→・常時雇用する労働者が１０１人以上の企業であって、都道府県労働局が提出を指導

したにもかかわらず、行動計画を策定した旨を届け出ない場合
・常時雇用する労働者が１０１人以上の企業であって、都道府県労働局が行動計画の

公表および労働者への周知を適切に行うよう指導したにもかかわらず、公表および
労働者への周知を適切に行わない場合

・トライくるみんマークの表示と紛らわしい表示をした場合 等

（３）（２）のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき
→・不正の手段により認定を受けていた場合

・認定一般事業主が社会問題となるような事件を起こした場合 等

（法第１５条）

４ プラス認定を取り消すとき

○ １～３に該当する場合

○ 不妊治療と仕事との両立に関する制度・措置の廃止または一定の水準を満たさない制度
への改定等を行い、プラス認定基準１・３（２５、２６ページ参照）を満たさなくなった
場合

（法第１５条、法第１５条の５）
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５ 認定・特例認定の取消し後の再取得について

（１）認定が取り消された場合
→取消し後３年間は認定の取得ができません。

（２）特例認定が取り消された場合
→取消し後新たに認定(くるみん認定又はトライくるみん認定)を取得しなければ特例認

定(プラチナくるみん認定)の取得ができません。

認
定認定の取消し

R2
３.31

R5
３.31

認定の再取得不可期間（３年間）

行動計画① 行動計画②

行動計画②についての認定は可能

○認定基準を満たさなくなった場合や、それ以外の自発的な理由等によって認定・特例認
定を辞退することができます。

○原則、認定・特例認定を辞退した場合も、再取得までの期間は取消しの場合と同じく
３年間です。

○ただし、特例認定の辞退理由が「３４ページ２（２）の(ⅰ)～(ⅳ)の基準を満たさないた
め」である場合は、辞退を承認された日から３年を経過せずとも、新たにくるみん認定
又はトライくるみん認定を取得することなく、他に策定された行動計画について特例認
定の基準を再度満たせば特例認定を取得できます。

R３
３.31

R4
３.31

■■「「両両立立支支援援ののひひろろばば」」ににつついいてて

「両立支援のひろば（https://ryouritsu.mhlw.go.jp/）」は、厚生労働省が運営するウェブ
サイトです。

・一般事業主行動計画を公表する「一般事業主行動計画公表サイト」
・自社の両立支援の取組状況をチェックし、その結果を踏まえ一般事業主行動計画を作成で

きる「両立診断サイト」
・企業や労働者向けのお役立ち情報など、

職場で両立支援を進めるための各種情報を検索・閲覧できます。ぜひご活用ください。

自社の状況を「両立指標」を
使って客観的に診断できます。

また、その結果に基づき、自社
に向いている「行動計画」が提案
されます。

企業の好事例を
紹介しています。

他社の取組が
「業種」「地
域」「規模」
「くるみん取得
の有無」など詳
細な条件で検索
できます。

自社の行動計画
や取組を広く外部
に公表できます。

プラチナくるみ
ん認定企業による
次世代育成支援対
策の実施状況の公
表はこちらから公
表してください。

くるみん認定の
認定基準の改正に
より、男女の育児
休業等取得率を両
立支援のひろばで
公表することが認
定基準となってい
ます。こちらから
ら公表してくださ
い。 育児・介護休業法の改正に

より、1,000人超企業は、
令和５年４月1日以降、育児
休業の取得の状況を年１回公
表することが義務付けられま
す。両立支援のひろばでも公
表できますので、ぜひご活用
ください。
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